
事  務  連  絡  
２００７年（平成１９年） ９月６日  

 
 
指定居宅介護支援事業者 様  
 
 
 
 

月途中で要支援状態区分に変更が生じた場合の  
介護予防通所系サービスの算定について  

 
 
 
 日ごろ、本市の介護保険事業の運営につきましてご理解、ご協力をいただき

お礼申し上げます。  
 さて、標記の内容について、神奈川県高齢福祉課介護保険指導班に確認しま

したのでお知らせいたします。要支援者の給付管理を行う際に、ご参考くださ

い。よろしくお願いいたします。  
 なお、指定介護予防支援事業者には８月２２日にお知らせをしています。  
 
 
 
 
                         以  上  
 
 
 

事務担当：藤沢市役所福祉健康部  
介護保険課（新館２階）  
 総務・給付担当  

                  TEL２５－１１１１（内線）３１４１  
                  FAX２３－５１７４  
 
 



 

藤沢市から神奈川県高齢福祉課介護保険指導班へ照会（８月１０日） 

 

 月途中で要支援１から要支援２に区分変更があったが、要支援２の期間に１

回も介護予防通所系サービスを受けなかった場合、どのように報酬を算定すべ

きか。  

 

例えば、 

  ７／１                ７／２６     ７／３１ 

                  

要支援１          要支援２ 

 

        サービス利用あり      サービス利用なし 

 

※前月以前からサービスの利用はある。 

 

 

 

神奈川県高齢福祉課介護保険指導班から藤沢市へ回答（８月１７日） 

 

 要支援１の期間について、日割請求を行うべきである。要支援２の期間につ

いて、サービス提供を受けていないのであれば、その期間に対応する請求はで

きない。なお、この内容については、厚生労働省に確認済みです。 

 

 上の例で考えると、 

  ①介護予防通所介護であれば、 

   ７３単位（要支援１の日割単位数）×２６日＝１，８９８単位 

  ②介護予防通所リハビリであれば、 

   ８２単位（要支援１の日割単位数）×２６日＝２，１３２単位 


